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施設機械工事完成図書等作成要領 

 

第１条 適 用 

  

１．この要領は、沖縄県農林水産部が発注する水門設備、用排水ポンプ設備、除塵設備、ダム

管理設備、鋼橋設備、水管橋設備、鋼製付属設備、塗装、電気通信設備等の施設機械工事の

完成図書及び施工図（以下「完成図書等」という。）について規定する。 

 

２．完成図書等は、第２条 完成図書等の内容によるものとし一括ファイル及び電子的手段によ

って発注者に引き渡す（以下、「電子納品」という。）ものとする。 

なお、電子納品は、次の基準等によるものとする。 

（１）工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 

（２）工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備工事編 

（３）電子納品運用ガイドライン（案）機械設備工事編【工事】 

（４）電子納品運用ガイドライン（案）【電気通信設備工事編】 

（５）電子納品に関する手引き（案）【農業農村整備事業等編】 

 

３．設備の種類、規格等により、この要領によりがたい場合は、監督職員との協議によるもの

とする。 

 

第２条 完成図書等の内容 

 

１．完成図書 

完成図書とは、工事完成時に提出する契約仕様書、実施仕様書、計算書、詳細図、施工管

理記録書、数量表、購入品等機器一覧表、取扱説明書、完成写真及び官庁等関係機関の届出

書をいう。 

なお、受注者が、工事の種類等により、ここで規定する内容によりがたいと判断した場合

は、監督職員の承諾を得て内容を追加もしくは省略することができる。 

（１）契約仕様書 

契約仕様書とは、契約時（変更契約を含む）の特別仕様書・契約書をいう。 

（２）実施仕様書 

実施仕様書とは、設計図書に基づき、受注者が仕様を明確にするために作成する書

面をいう。 

（３）計算書 

計算書とは、設計図書及び実施仕様書に基づき、受注者が作成する詳細図にかかわ

る、強度、機能、数量（必要時）の計算書をいう。 

（４）詳細図 

詳細図とは、設計図書及び実施仕様書に基づき、受注者が作成する製作及び据付上

必要となる図面をいう。 

（５）施工管理記録 

施工管理記録とは、施設機械工事等施工管理基準等に基づき、受注者が作成する施

工管理の記録をいう。 

（６）数量表 
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